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令和７年設楽町告示第４６号 

 

設楽町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

設楽町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(令和２年設楽町告示第73号)の一

部を次のように改正する。 

第５条第１項中「また、同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定

については、加算を適用する順序を決定するとともに、同一農用地に最初に適用さ

れる加算以外の加算について、交付金の交付の上限単価は下記の表中の加算措置の

交付単価（10a当たり）から1,000円を減じた額とする。」を削る。 

 

第５条第２号の１の表を次のように改める。 

地目 区分 交付単価 

(10a当たり) 

田 急傾斜 21,000円 

緩傾斜 8,000円 

畑 急傾斜 11,500円 

緩傾斜 3,500円 

草地 急傾斜 10,500円 

緩傾斜 3,000円 

採草牧草地 急傾斜 1,000円 

緩傾斜 300円 

第５条第２号の２の表を次のように改める。 

加算措置 区分 交付単価 



対象取組 (10ａ当たり) 

棚田地域振興活動

加算 

急傾斜(田、

畑) 

10,000円 

超急傾斜(田、

畑) 

14,000円 

超急傾斜農地保全

管理加算 

田、畑 6,000円 

ネットワーク化加

算 

田、畑、草地、

採草放牧地 

最大10,000円 

※ 10,000円/10ａ(～5ha部分)、4,000円/10ａ(5

～10ha部分)、1,000円/10ａ(10～40ha部分) 

スマート農業加算 田、畑、草地、

採草放牧地 

5,000円 

集落機能強化加算

の経過措置 

田、畑、草地、

採草放牧地 

3,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 様式第１（第６条関係）を次のように改める。 

 

 



 

 

 



 

 



 

様式第２（第７条関係）を次のように改める。 

 



 

様式第３（第８条関係）を次のように改める。 

 



 

様式第４（第９条関係）を次のように改める。 

 



 

様式第５（第10条関係）を次のように改める。 

 

 



様式第６（第11条関係）を次のように改める。 

 

 



様式第７（第12条関係）を次のように改める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和７年12月25日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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設楽町中山間地域等直接支払交付金交付要綱（令和２年設楽町告示第73号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（交付金の額） （交付金の額） 

第５条 交付金の額は、集落協定又は個別協定に位

置付けられている農用地について、次の表に掲げ

る地目及び区分ごとの交付金の交付単価に交付金

の対象となる農用地面積をそれぞれ乗じて得た額

の合計額とする。加えて加算措置に取組んだ場合

には、加算措置の交付単価に加算措置の対象とな

る農用地面積をそれぞれ乗じて得た額を前述の交

付額に足した額とする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合の交付単価は、表中の交付単

価にそれぞれに0.8を乗じた額とするとともに、実

施要領第６の３のイの（ア）及び（ウ）から（オ）

までに規定する加算措置は適用しないものとす

る。 

第５条 交付金の額は、集落協定又は個別協定に位

置付けられている農用地について、次の表に掲げ

る地目及び区分ごとの交付金の交付単価に交付金

の対象となる農用地面積をそれぞれ乗じて得た額

の合計額とする。加えて加算措置に取組んだ場合

には、加算措置の交付単価に加算措置の対象とな

る農用地面積をそれぞれ乗じて得た額を前述の交

付額に足した額とする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合の交付単価は、表中の交付単

価にそれぞれに0.8を乗じた額とするとともに、実

施要領第６の３のイの（ア）及び（ウ）から（オ）

までに規定する加算措置は適用しないものとす

る。 

また、同一農用地を対象として複数の加算の交

付を受ける協定については、加算を適用する順序

を決定するとともに、同一農用地に最初に適用さ

れる加算以外の加算について、交付金の交付の上

限単価は下記の表中の加算措置の交付単価（10a

当たり）から1,000円を減じた額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 実施要領第６の２の(2)のイの自作地を対象

としている個別協定において、農用地の利用権

の設定等として取り組むべき事項を実施しない

場合 

(2) 実施要領第６の２の(2)のイの自作地を対象

としている個別協定において、農用地の利用権

の設定等として取り組むべき事項を実施しない

場合 

地目 区分 交付単価 

（10a当たり） 

田 急傾斜 21,000円

緩傾斜 8,000円

畑 急傾斜 11,500円

緩傾斜 3,500円

草地 急傾斜 10,500円

緩傾斜 3,000円

採草牧草地 急傾斜 1,000円

地目 区分 交付単価 

（10a当

たり） 

加算措置の交付単価（10a

当たり） 

棚田地

域振興

活動加

算 

超急傾斜

農地保全

管理加算 

集落協

定広域

化加算 

田 急傾斜 21,000円 10,000

円

6,000円 3,000円

緩傾斜 8,000円

畑 急傾斜 11,500円 10,000 6,000円 3,000円
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緩傾斜 300円
 

緩傾斜 3,500円 円

草地 急傾斜 10,500円― ― 3,000円

緩傾斜 3,000円

採草牧

草地 

急傾斜 1,000円― ― 3,000円

緩傾斜 300円
 

加算措置 

対象取組 

区分 交付単価 

（10ａ当たり） 

棚田地域振

興活動加算 

急傾斜

（田、

畑） 

10,000円

超急傾

斜（田、

畑） 

14,000円

超急傾斜農

地保全管理

加算 

田、畑 6,000円

ネットワー

ク化加算 

田、畑、

草地、採

草放牧

地 

最大10,000円

※ 10,000円/10ａ（～5ha部

分）、4,000円/10ａ（5～10ha

部分）、1,000円/10ａ（10～4

0ha部分）

スマート農

業加算 

田、畑、

草地、採

草放牧

地 

5,000円

集落機能強

化加算の経

過措置 

田、畑、

草地、採

草放牧

地 

3,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地目 区分 加算措置の交付単価 

（10a当たり） 

集落機能強化

加算 

生産性向上

加算 

田 急傾斜 3,000円 3,000円

緩傾斜 

畑 急傾斜 3,000円 3,000円

緩傾斜 

草地 急傾斜 3,000円 3,000円

緩傾斜 

採草牧草地 急傾斜 3,000円 3,000円

緩傾斜 
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様式第１（第６条関係） 

 
 

 

様式第１（第６条関係） 
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様式第２（第７条関係） 

 
 

 

 
様式第２（第７条関係） 
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様式第３（第８条関係） 

 
 

様式第４（第９条関係） 

 

様式第３（第８条関係） 

 
 

様式第４（第９条関係） 
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様式第５（第 10 条関係） 

 
 

様式第６（第 11 条関係） 

 

様式第５（第 10 条関係） 

 
 

様式第６（第 11 条関係） 
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様式第７（第 12 条関係） 

 
 

様式第７（第 12 条関係） 

 
 

  

 


